
令和４年度松戸市きれいな街づくり 
功労感謝状贈呈式 

本市では、環境美化に対する意識の醸成ときれいな街づくりへの取り組みの促進を

目的としてきれいな街づくりに功労のあった団体・個人に対して感謝状等を贈呈して

います。 

令和４年度は、長年にわたり松戸市の「きれいな街づくり」に献身的に取り組み、

活動をされた功績を称え、清掃部門で１団体、美化衛生部門で３団体に対し、感謝状

等を贈呈します。 

●感謝状贈呈式
日 時  令和５年２月８日（水） 午後２時から 

会 場  松戸市役所 新館５階 市民サロン 

受賞者 
●清掃部門（１団体）

団体名 活動場所 活動状況 
河原塚ことぶき会 
（活動年数：１３年） 
（所属人数：５１人） 

日暮公園、 
河原塚周辺 

草刈り、ゴミ拾い（年１回） 
ゴミ拾い、清掃（月１回） 
オレンジパトウォークによるゴミ拾い（月２回）

●美化衛生部門（３団体）
団体名 活動場所 活動状況 

一期花の会 
（活動年数： ５年） 
（所属人数：１０人） 

金ケ作育苗圃
入口花壇 

花の植替え（年４回） 
花壇日常管理（月２～３回） 

み・どりーむ秋山 
（活動年数： ７年） 
（所属人数： ５人） 

秋山駅前、 
ロータリー

秋山駅及びロータリー緑化整備（年８回） 

小金原６丁目７番住宅組合 
（活動年数：１４年） 
（所属人数：２５人） 

小金原６丁目７
番住宅敷地内 

花の植替え、花壇日常管理（月２回） 

●発足年度 昭和５１年度

●受賞者数 ４９２名、２６９団体 ※令和３年度現在

松 戸 市 報 道 資 料  

令和５年１月２５日

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市環境部環境政策課  ☎０４７－３６６－７０８９ 

ＦＡＸ０４７－３６６－８１１４ ✉ mckankyou@city.matsudo.chiba.jp
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松戸市きれいな街づくり功労に対する感謝状の贈呈基準

１ 目的 

 この基準は、きれいな街づくりのための活動を長期にわたり続けている個人又

は団体に対し、感謝状等を贈呈することにより、その功績を称え、きれいな街づ

くりの推進に資することを目的とする。 

２ 贈呈対象 

贈呈の対象は、以下の各号に掲げるものとする。 

(1) 個 人・・松戸市民であること。

(2) 団 体・・松戸市内の町会・自治会・その他団体であること。

３ 贈呈基準 

贈呈の対象となる活動内容及び活動期間等は、以下の各号に掲げるものとする。 

（1）活動内容

種別 部門 活動内容

地域環境

功労者

清掃
多年にわたり継続的に公共の場所等の清掃を実施

し、その成果や功績が顕著で他の模範となること。

美化衛生

 多年にわたり継続的に公共の場所等の環境美化・

公衆衛生等の活動を行い、その成果や功績が顕著で

他の模範となること。

（2）活動期間等

対象者 活動期間 活動回数 

個 人 概ね 3年以上 概ね月 2回以上 

団 体 概ね 3年以上 概ね年 6回以上 

（3）再贈呈について

過去に贈呈を受けた個人又は団体が再度対象となるには、前回贈呈を受けた時

から 3年以上が経過していることを必要とする。 

４ 活動期間の基準日 

活動期間の算定については、当該年度の 12月 1日を基準とする。 

５ 推薦者 

（1）推薦は、町会・自治会の長、松戸市地区環境美化組織連合会の長及び所属長
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が行うものとする。 

（2）推薦にあたっては、松戸市きれいな街づくり功労表彰推薦書（第 1号様式）

及び活動中の写真（活動内容が分かるもの）を提出するものとする。 

（3）推薦は、原則、1個人又は 1団体とする。 

（4）提出された書類等については、原則として返還しないものとする。 

 

６ 被贈呈者の決定 

（1）被贈呈者の決定については、松戸市きれいな街づくり功労表彰委員会（以下

「委員会」という）が行うものとする。 

（2）委員会は、提出された松戸市きれいな街づくり功労表彰推薦書及びその他 

提出された書類等について確認を行い、被贈呈者を決定する。 

 

７ 委員会の構成 

委員会は、環境部長を委員長とし、環境部の所属長以上の職にある者を委員と

する。 

  

８ 贈呈の方法 

被贈呈者には、感謝状等を贈呈する。 

 

９ その他 

この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
附  則 
この基準は、昭和５１年４月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成１２年１０月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成２０年１２月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成２３年１月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成２７年９月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成２８年１０月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成２９年１０月１日から施行する。 
附  則 
この基準は、平成３０年１０月１日から施行する。 
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